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§３ 提出書類の構成  

 

計画書提出時 届出時 

・出店（変更）計画書 

   届出書（案）【計画書添付用】 

     添付書類 

     法人の登記事項証明書 

（コピー可。原本のみに添付） 

     添付図面 

     交通処理計画報告書 

     騒音予測資料 

   参考資料として、以下のもの 

建物所在地を示す書類 

（登記事項証明書等） 

騒音予測のカタログ等 

その他、必要に応じ（写真など） 

 

※原本１部、副本 16 部以内を提出 

※法人の登記事項証明書及び参考資料は、原本

のみに添付 

 

  ・届出書 

     添付書類 

     法人の登記事項証明書 

     （原本１部・副本にはコピー） 

     添付図面 

     交通処理計画報告書 

     騒音予測資料 

 

 

 

 

 

 

※原本１部、副本 18 部以内を提出 

※副本の内、法人の登記事項証明書のコ

ピーは４部（近隣市がある時は、その

数を追加）のみに添付 

※新設届：上記全ての書類が必要 

変更届：変更の内容により、交通処理計画報告書・騒音予測資料が不要な場合があります。 

      ▶交通処理計画書の要否について…108頁参照 

      ▶騒音予測資料の要否について…28頁参照 

 

＜届出書提出時点での書類の調整＞ 

計画書に添付した届出書（案）について、以下のとおり修正のうえ届出書として提出し

てください。 

     ▶タイトルから「（案）【計画書添付資料】」を削除する。 

     ▶提出日の欄に提出日を入れ「現在」を削除する。 

     ▶新設届の新設日、変更届の変更日を届出時点での予定日に修正する。 

     ▶届出書案に添付していた法人の登記事項証明書のコピーを、原本に入れ替える。 

     ▶上記の他、計画書提出以降、調整のうえ修正することとなった点を修正する。この

場合、計画書の差替え依頼をご提出いただく場合があります。 

 

 

 

 

 


